
新居浜工業高等専門学校における名義の使用許可に関する取扱要項 

  (趣旨)  

第１条 この要領は，新居浜工業高等専門学校（以下「本校」という。）における団体又は個人

（以下「団体等」という。）の主催する事業への共催又は後援その他これに類する名義（以下

「名義」という。）の使用許可に関し，必要な事項を定める。  

  (団体等の範囲)  

第２条 名義の使用許可を受けようとする団体等は，次の各号の一に該当するものとする。  

  (1) 国及び地方公共団体の機関  

  (2) 教育研究機関  

  (3) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。）  

  (4) その他校長が名義を使用させることが適当と認める団体等  

  (許可の基準)  

第３条 本校が名義の使用を許可することができる事業は，次の各号に該当するものでなければ

ならない。 

  (1) 本校の教育研究上有益であり，本校の発展に寄与すると認められること。 

  (2) 主催する団体等が，当該事業を遂行できる能力があると認められること。 

  (3) 入場料，参加料等を徴収するものにあっては，その額が適正であると認められること。 

  (4) 宗教活動，政治活動又は営利事業の一環として行われるものでないこと。  

  (申請)  

第４条 名義の使用を受けようとする団体等は，別紙様式１の名義使用申請書を校長に提出し，

許可を受けるものとする。 

  (許可)  

第５条 校長は，前条の申請書を受理したときは，第３条の規定に基づき内容を審査し，許可又

は不許可を決定するものとする。 

２ 校長は，名義の使用を許可する場合は，必要に応じ，条件を付すことができる。 

  (決定の通知) 

第６条 校長は，名義の使用を許可したときは，別紙様式２の名義使用許可書により，申請者に

通知するものとする。  

  (遵守事項)  

第７条 名義の使用許可を受けた団体等は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

  (1) 申請内容に変更があったときは，直ちに届け出ること。 

  (2) 事業に係る経費は，原則として主催する団体等が負担すること。  

  (許可の取消し)  

第８条 校長は，次の各号の一に該当するときは，名義の使用許可を取り消すことができる。  

  (1) 申請書に虚偽の記載があったとき。  

  (2) 本校が付した許可条件及び前条に掲げる事項に違反したとき。 

  (報告) 

第９条 校長は，名義の使用を許可した事業が終了したときは，必要に応じ，主催する団体等に 

 報告書の提出を求めることができる。 

  (事務)  

第10条 名義の使用許可に関する事務は，総務課において処理する。  

 

      附  則  

  この要項は，平成２５年６月１８日から施行する。 



（別紙様式１） 

 

平成  年  月  日 

 

  新居浜工業高等専門学校長 殿 

 

                   （申請者） 

                    団 体 等 名 

                    代表者の職・氏名             印 

                    住      所 

                    電 話 番 号 

 

名 義 使 用 申 請 書 

 

下記のとおり新居浜工業高等専門学校の名義の使用許可を受けたいので，申請します。 

 

記 

 

名 義 の 区 分 共 催  ・  後 援  ・  その他（      ） 

事 業 の 名 称  

開催目的・趣旨 

 

 

主 催 者 名 

 

開 催 期 間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

開 催 場 所  

担当者連絡先 

 

備  考 

 

※以下の資料を添付すること。 

・定款・会則等 

・事業計画書，又は事業の計画・内容が分かる資料 

・その他（ポスター，チラシ等） 



（別紙様式２） 

 

平成  年  月  日 

 

              殿 

 

                         新居浜工業高等専門学校長 

                               

 

名 義 使 用 許 可 書 

 

  平成  年  月  日付けで申請のありました名義使用の件について，下記のとおり   

  許可します。 

 

記 

 

名 義 の 区 分 共 催  ・  後 援  ・  その他（      ） 

事 業 の 名 称  

主 催 者 名  

開 催 期 間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

開 催 場 所  

許 可 条 件 

・申請内容に変更があったときは，直ちに届け出ること。 

・事業に係る経費は，原則として主催団体等が負担すること。 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


